
（様式２）

１　概要

２　評価結果

・評価項目について、適正に取り組み、かつ、効果が出ている等 ･･･ ５点 （２５点）
・評価項目について、適正に取り組んでいる等 ･･･ ３点 （１５点）
・評価項目について、取り組んでいるが、不十分であり、見直しの余地がある等 ･･･ １点 （　５点）
※ （　　）内は、「３ 管理を安定して行う能力の保有」の評価基準

指定管理期間における管理運営総合評価表

所 管 部 署 産業観光部観光課

評 価 対 象 期 間 平成３０年４月１日～令和２年３月３１日

評 価 実 施 日 令和２年８月１７日

名 称 渋川市北橘温泉ばんどうの湯

所 在 地 渋川市北橘町下箱田６０５番地５

設 置 目 的
市民の心身ともに健全な育成及び健康増進を図るとともに、福祉の向上及び世代間交流を促
進するため

名 称 株式会社邦堂

所 在 地 前橋市問屋町一丁目３番地１

指 定 管 理 業 務 の 範 囲 ばんどうの湯の利用、施設の維持管理等

指 定 期 間 平成３０年４月１日　～　令和３年３月３１日

評価の視点及び１６評価項目
　【評価基準】

１　市民の平等な利用の確保 【合計：１５点満点】 －
（１）条例等に示された施設の設置目的に沿った管理運営を行っているか。 3
（２）施設の設置目的に応じた効果的な営業・広報活動がなされたか。 5
（３）利用者が平等に利用できるよう配慮されていたか。 3

２　当該施設の効用を最大限に発揮させる能力及び経費の縮減 【合計：３０点満点】 －
（１）協定書、仕様書及び事業計画書等に則り、施設の管理運営が適切に行われたか。 3
（２）施設を最大限に活用して、管理運営が行われたか。 5
（３）事業計画どおりの職員体制が取られていたか。 3
（４）事業計画に基づく職員研修を実施していたか。 3
（５）施設の管理運営に係る収支の内容は正確だったか。 3
（６）経費縮減への取り組みがなされたか。 3

３　管理を安定して行う能力の保有 【合計：２５点満点】 －

（１）指定管理者である団体本体には、安定して運営を継続するための健全な財務能力（経営・収
支・資産等）を保有しているか。 25

４　その他、当該施設の設置目的を達成するための事項 【合計：３０点満点】 －
（１）法令に基づく届出等は確実になされたか。 3
（２）利用者のサービス向上に向けた取り組みがなされたか。 3
（３）利用者からの苦情に対する対応が十分に行われたか。 3

（４）施設、設備、駐車場等が良好な状態に保たれ、かつ、施設、機器等の保守点検は法令等に基
づき適切に実施されたか。 3

（５）日常の事故防止などの安全対策が適切に実施されたか。また、緊急事態への対応策は十分
だったか。 3

（６）個人情報の保護の措置は十分だったか。 3

合　　　　　　計
（評価の合計が60点（60％）以上の場合、適正な管理運営であると認め、選考委員会での選考資料の一助とする。）
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【総合評価】

施 設 概 要

指定管理者

評価

適切な施設の管理・運営に取り組んでおり、特にポイントサービスを通じて利用者サービスの向上に努
めている点で高く評価できる。


